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第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、安城市が発注する業務について、当該業務の目的及び内容に

最も適した受託者を公募型プロポーザル方式及び指名型プロポーザル方式（以下

「プロポーザル方式」という。）により選定する場合の手続等の具体的な事項を

定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

（１）公募型プロポーザル方式 受託候補者を公募し、保有技術者の状況及び同種

又は類似業務の実績等を求め、その中から受託候補者を選定して技術提案書の

提出を求め、最もふさわしい受託者を選定する方式をいう。 

（２）指名型プロポーザル方式 ５者程度の受託候補者を指名し、技術提案書の提

出を求め、最もふさわしい受託者を選定する方式をいう。 

 （対象業務） 

第３条 プロポーザル方式による受託者選定の対象となる業務は、高度の専門知識、

技術及び創造性を要するものとする。 

 （受託者選定方法の決定） 

第４条 前条の業務の受託者の選定を公募型プロポーザル方式又は指名型プロポー

ザル方式のいずれかによって行うかについては、業務を発注する課等の長（以下

「発注担当課長」という。）が安城市入札審査事務取扱要綱第２条に規定する安

城市入札審査委員会（以下「入札審査委員会」という。）に諮り決定する。 

（付議の方法） 

第５条 前条の場合における入札審査委員会に付議する方法は、発注担当課長が、

入札審査委員会開催の前々日の正午までに決裁済の執行伺書により、入札審査委



員会の事務局に報告するものとする。 

 （実施要領） 

第６条 発注担当課長は、プロポーザル方式により受託者を選定する場合は、業務

契約に係るプロポーザル方式実施要領（以下「実施要領」という。）を定めなけ

ればならない。 

２ 実施要領には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

（１）業務名、業務場所及び業務の概要 

（２）参加表明書の様式、提出方法、提出先及び提出期限並びに受託候補者を選定

する基準（公募型プロポーザル方式による場合に限る。） 

（３）技術提案書の様式、評価基準及び配点基準 

（４）技術提案書の提出方法、提出先及び提出期限 

（５）技術提案説明会の日時及び場所（説明会を開催する場合に限る。） 

（６）その他必要と認める事項 

（選定委員会） 

第７条 プロポーザル方式により受託者を選定する場合は、業務ごとに業務受託者

選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置するものとする。 

２ 選定委員会は、次の事項を所掌するものとする。 

（１）参加表明者の中から技術提案書の提出者の選定（公募型プロポーザル方式に

よる場合に限る。） 

（２）技術提案書の評価 

３ 選定委員会は、委員長及び委員７人以内で組織する。 

４ 選定委員会の委員長は、発注担当課の属する部の部長（発注担当課が危機管理

課の場合は、「危機管理監」）をもって充てる。ただし、市長が必要と認めた場合

は、この限りでない。 

５ 選定委員会の委員は、委員長が指名した者を充てる。 

 （会議） 

第８条 選定委員会は、委員長が招集する。 

２ 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を行うことができない。 

３ 選定委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことがで

きる。 

 （庶務） 

第９条 選定委員会に係る庶務は、発注担当課において行うものとする。 



第２章 公募型プロポーザル方式 

 （公告） 

第１０条 公募型プロポーザル方式により受託者を選定する場合は、市長は、次に

掲げる事項を公告するものとする。 

（１）第６条第２項各号に掲げる事項 

（２）プロポーザル方式による選考対象業務であること。 

（３）その他市長が必要と認める事項 

 （参加表明書の提出等） 

第１１条 市長は、公募型プロポーザル方式による選定に参加しようとする者に対

して、実施要領に定めるところにより、次に掲げる内容の参加表明書を提出させ

るものとする。 

（１）保有する技術者の状況 

（２）同種又は類似業務の実績 

（３）当該業務の実施体制 

（４）その他市長が必要と認める事項 

２ 技術提案書の提出を求める者は、前項の参加表明書を提出した参加表明者の中

から選定委員会において決定する。 

３ 市長は、前項の選定の結果を参加表明書提出者全員に通知するものとする。こ

の場合において、技術提案書の提出者として選定しなかった者に対しては、理由

を付して通知するものとする。 

 （技術提案書の提出） 

第１２条 前条第２項の規定により技術提案書の提出者として選定された者は、第

６条で規定する実施要領に定めるところにより技術提案書を提出しなければなら

ない。 

 （技術提案書の特定等） 

第１３条 前条の規定により提出された技術提案書については、選定委員会におい

て評価し、最適なものを特定する。 

２ 市長は、前項の結果を技術提案書の提出者全員に通知するものとする。この場

合において、技術提案書を特定しなかった者に対しては、理由を付して通知する

ものとする。 

第３章 指名型プロポーザル方式 

 （指名通知） 



第１４条 指名型プロポーザル方式により受託者を選定する場合における受託候補

者の指名については、第４条で規定する受託者選定方法の決定と併せて入札審査

委員会に諮り決定する。この場合において、市長は、次に掲げる事項を指名通知

書に記載するものとする。 

（１）第６条第２項各号に掲げる事項 

（２）プロポーザル方式による選考対象業務であること。 

（３）その他市長が必要と認める事項 

 （技術提案書の提出） 

第１５条 前条の規定により受託候補者として指名された者は、第６条で規定する

実施要領に定めるところにより技術提案書を提出しなければならない。 

 （技術提案書の特定等） 

第１６条 前条の規定により提出された技術提案書については、選定委員会におい

て評価し、最適なものを特定する。 

２ 市長は、前項の結果を技術提案書の提出者全員に通知するものとする。この場

合において、技術提案書を特定しなかった者に対しては、理由を付して通知する

ものとする。 

附 則 

１ この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ この要領の施行の際現に予算執行の手続に着手したものについては、改正後の

安城市プロポーザル方式試行要領の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 安城市設計業務委託プロポーザル方式要綱（平成８年４月１日施行）は、廃止

する。 

附 則 

 この要領は、令和２年１１月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和４年８月２４日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和６年３月２６日から施行する。 


